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令和８年４月１７日
保護者の皆様

鴨島第一中学校長 松本 和基

警報発表時の登校について（お知らせ）

春陽の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のことと存じます。日頃は、本校教育に
格別のご理解とご協力をいただき、厚く御礼申しあげます。
さて、吉野川市教育委員会より「警報発表時の登校」について、次のような指示があり

ましたのでお知らせします。１年を通じて活用しますので、ご確認ください。

１【特別警報】が発表されたとき

周囲の状況や、県・市から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、
直ちに命を守る行動をとる。

２【暴風警報】が発表されたとき

午前７時に発表されているとき → 学校は臨時休業
発 表

午前７時以降に発表が予想されるとき → 自宅待機
発表された時点で臨時休業

解 除 午前７時以降いつ解除されても → 学校は臨時休業

３【大雨警報】【洪水警報】【大雪警報】が発表されたとき

午前７時に発表されているとき → 自宅待機

発 表 午前８時までに発表されたとき → 自宅待機

午前１０時以降も発表中のとき → 学校は臨時休業

午前８時までに解除されたとき → 少し遅れて、午前中の授業
のみ行う

解 除
午前１０時までに解除されたとき → 午後の授業を状況判断によ

り行う。

４ 備 考
(1) 上記のことについては、『県下全域』または『吉野川市』に警報が発表された場合

に適用します。
(2) 上記以外の警報、注意報が発表されていても、平常の授業を行うこととします。
(3) 生徒の生命や安全を最優先とします。風雨等の状況により危険が予想される場合に

は必要に応じて、各家庭で適切にご判断ください。


